
平
成
26
年
12
月
末
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
引
き
続
き
交
付
を
希
望
さ
れ
る

方
は
改
め
て
交
付
手
続
き
を
お
取
り
く
だ

さ
い
。
手
続
き
は
役
場
各
窓
口
で
行
え
ま

す
。
お
越
し
の
際
は
、
世
帯
主
ま
た
は
世

帯
主
か
ら
委
任
を
受
け
た
方
で
認
印
と
来

ら
れ
る
方
の
運
転
免
許
証
な
ど
身
元
確
認

の
で
き
る
も
の
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
／
吉
備
庁
舎
住
民
課

有
田
川
町
吉
備
都
市
計
画
公
園
（
2
・

2
・
1
号
庄
児
童
公
園
）
の
変
更
に
関

す
る
都
市
計
画
案
の
縦
覧
等
に
つ
い
て

吉
備
都
市
計
画
公
園
（
2
・
2
・
1
号

庄
児
童
公
園
）の
変
更
を
行
い
ま
す
の
で
、

都
市
計
画
案
に
つ
い
て
縦
覧
し
ま
す
。

案
に
つ
い
て
意
見
の
あ
る
方
は
、
縦
覧

期
間
中
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

●
都
市
計
画
の
名
称
／
吉
備
都
市
計
画
公

園
（
2
・
2
・
1
号
庄
児
童
公
園
）
の

変
更
（
有
田
川
町
決
定
）

●
縦
覧
・
意
見
書
提
出
期
間
／
平
成
27
年

1
月
30
日（
金
）
～
2
月
13
日（
金
）

■
縦
覧
場
所
・
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
／

吉
備
庁
舎
建
設
課

降
は
カ
ッ
コ
内
の
自
己
負
担
限
度
額
が
適

用
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
70
歳
か
ら
74
歳
の

方
の
自
己
負
担
限
度
額
は
変
更
あ
り
ま
せ

ん
。
す
で
に
「
限
度
額
認
定
証
」
の
交
付

を
受
け
ら
れ
て
い
る
方
は
、
有
効
期
限
が

平
成
27
年
1
月
か
ら
、
70
歳
未

満
の
方
の
医
療
費
の
自
己
負
担

限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

昨
年
11
月
に
健
康
保
険
法
の
政
令
の
改

正
が
行
わ
れ
、
負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担

を
求
め
る
観
点
か
ら

高
額
療
養
費
の
見
直

し
に
係
る
措
置
と
し

て
、
高
額
療
養
費
の

所
得
区
分
と
自
己
負

担
限
度
額
な
ど
の
改

正
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
自
己
負
担
限

度
額
は
平
成
25
年
中

の
世
帯
の
所
得
に
応

じ
て
適
用
区
分
が
決

ま
っ
て
い
ま
す
が
、

今
回
の
改
正
で
適
用

区
分
が
細
分
化
さ

れ
、
70
歳
未
満
の
適

用
区
分
が
下
表
の
と

お
り
3
つ
の
旧
区
分

（
A
、
B
、
C
）
か

ら
、
5
つ
の
新
区
分

（
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、

オ
）
に
変
更
さ
れ
ま

し
た
。
※
過
去
12
か

月
間
に
、
同
じ
世
帯

で
高
額
療
養
費
の
支

給
が
4
回
以
上
あ
っ

た
場
合
は
多
数
該
当

と
な
り
、
4
回
目
以

旧区分
（平成 26 年
12 月まで）

新区分
（平成27 年
1月から）

所得要件 自己負担限度額

上位所得者
世帯（A）

ア
町民税課税世帯で、基礎控
除後の所得が９０１万円を
超える世帯の方

252,600 円 +（総医療費 -842,000 円）
× 0.01 ※（４回目から 140,100 円）

イ
町民税課税世帯で、基礎控
除後の所得が６００万円超～
９０１万円以下の世帯の方

167,400 円 +（総医療費 -558,000 円）
× 0.01 ※（４回目から 93,000 円）

一般世帯
（B）

ウ
町民税課税世帯で、基礎控
除後の所得が２１０万円超～
６００万円以下の世帯の方

80,100 円 +（ 総 医 療 費 -267,000 円 ）
× 0.01 ※（４回目から 44,400 円）

エ
町民税課税世帯で、基礎控
除後の所得が２１０万円以
下の世帯の方

57,600 円※（４回目から 44,400 円）

町民税非課
税世帯（C） オ 町民税非課税世帯の方 35,400 円※（４回目から 24,600 円）
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